
　

八
雲
町
消
防
本
部
で
は
、
消
防

職
員
を
募
集
し
ま
す
。

　

応
募
さ
れ
る
方
は
、
消
防
本
部

に
備
え
付
け
の
試
験
申
込
書
に
必

要
事
項
を
記
入
（
自
筆
）
し
、
指

定
す
る
書
類
を
添
え
て
、
消
防
本

部
へ
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

【
職
務
内
容
】

　

消
防
吏
員
と
し
て
八
雲
町
の
防

災
・
予
防
事
務
お
よ
び
救
急
、
救

助
業
務
に
従
事

【
募
集
人
員
】
2
名

【
受
験
資
格
】

①
平
成
3
年
4
月
2
日
〜
平
成
7

　

年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

　

者

　

八
雲
総
合
病
院
で
は
、
助
産
師

を
募
集
し
ま
す
。

　

応
募
さ
れ
る
方
は
、
総
合
病
院

管
理
課
庶
務
係
、
役
場
総
務
課
人

事
厚
生
係
、
熊
石
総
合
支
所
、
落

部
支
所
ま
た
は
函
館
公
共
職
業
安

定
所
八
雲
出
張
所
に
備
え
付
け
の

申
込
用
紙
に
写
真
貼
付
の
う
え
、

必
要
事
項
を
記
入
（
自
筆
）
し
、

資
格
免
許
証
の
写
し
を
添
え
て
、

総
合
病
院
管
理
課
庶
務
係
へ
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

【
募
集
人
員
】
若
干
名

【
応
募
資
格
】

　

助
産
師
免
許
を
取
得
さ
れ
て
い

る
方

【
採
用
方
法
】

　

書
類
選
考
・
面
接
試
験
等

【
試
験
予
定
日
】

　

書
類
選
考
の
う
え
、
別
途
通
知

し
ま
す
。

【
採
用
予
定
日
】
随
時

【
待
遇
】
八
雲
町
一
般
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
八
雲
町

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関

す
る
条
例
に
よ
る
。

【
保
険
等
】

　

北
海
道
市
町
村
職
員
共
済
組
合

に
加
入

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

総
合
病
院
管
理
課
庶
務
係

　

1

0
1
3
7
―
63
│
2
1
8
5

募　
　

集

八
雲
総
合
病
院

　
　
　
　
　

助
産
師
募
集

八
雲
町
消
防
本
部

　
　
　
　

消
防
職
員
募
集

②
救
急
救
命
士
の
資
格
を
有
す
る

　

者
、
ま
た
は
こ
の
資
格
を
取
得

　

で
き
る
見
込
み
の
あ
る
者

③
普
通
自
動
車
免
許
を
有
し
て
い

　

る
者
か
つ
大
型
自
動
車
免
許
を

　

有
し
て
い
る
か
採
用
後
自
費
で

　

大
型
自
動
車
免
許
取
得
が
で
き

　

る
者

④
八
雲
町
内
よ
り
通
勤
可
能
な
者

⑤
日
本
国
籍
を
有
す
る
者

【
添
付
書
類
】

・
救
急
救
命
士
免
許
証
の
写
し
、

　

ま
た
は
救
急
救
命
士
名
簿
登
録

　

済
証
明
書
の
写
し

・
救
急
救
命
士
養
成
学
校
の
卒
業

　

証
明
書
、
ま
た
は
卒
業
見
込
み

　

証
明
書
お
よ
び
成
績
証
明
書　

（
成
績
証
明
書
は
、
救
急
救
命
士

　

免
許
の
取
得
で
き
る
見
込
み
の

　

あ
る
者
）

・
健
康
診
断
書
（
備
え
付
け
の
用

　

紙
使
用
）

【
試
験
方
法
】

　

書
類
選
考
・
面
接
試
験
・
適
性

試
験
・
体
力
試
験

【
採
用
予
定
日
】

　

平
成
27
年
4
月
1
日

※
採
用
予
定
者
は
、
救
急
救
命
士

　

免
許
取
得
者
、
ま
た
は
平
成
27

　

年
3
月
に
実
施
予
定
の
救
急
救

　

命
士
国
家
試
験
に
合
格
す
る
こ

　

と
が
採
用
条
件
と
な
り
ま
す
。

【
勤
務
地
】

　

八
雲
消
防
署
お
よ
び
熊
石
消
防
署

【
待
遇
】

　

八
雲
町
一
般
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
お
よ
び
八
雲
町
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条

例
に
よ
る
。

【
申
し
込
み
先
】

　

〒
0
4
9
│
3
1
0
4

　

八
雲
町
内
浦
町
1
9
1
番
地
1

　

八
雲
町
消
防
本
部

【
申
込
期
日
】

    

9
月
19
日
（
金
）
午
後
５
時

※
郵
送
の
場
合
は
、
9
月
19
日
消

　

印
有
効
。
封
筒
の
表
に
「
職
員

　

採
用
試
験
申
込
」
と
朱
書
す
る

　

こ
と
。

【
試
験
日
】
10
月
8
日
（
水
）

午
後
１
時
30
分

【
試
験
場
所
】
八
雲
町
消
防
本
部

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

八
雲
町
消
防
本
部　

　

管
理
課
庶
務
第
1
・
2
係

　

1

0
1
3
7
―
63
│
2
6
8
6

※
試
験
申
込
書
及
び
健
康
診
断
書

　

に
つ
い
て
は
、
町
の
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

　

き
ま
す
。

道の

　道が行った業務や制度の内容を審査する制

度が、「北海道苦情審査委員」制度です。

　道政に対する、皆さん自身の利害に関する

苦情であれば、「苦情審査委員」に申し立てる

ことができ、皆さんに代わり「苦情審査委員」

が公正で中立的な立場から、道の関係機関に

対し、必要な調査を行い審査します。なお、道

の業務執行に不備な点や制度上の問題がある

ときは、是正や改善を求めます。

○苦情申立の窓口は、道庁の『道政相談セン

　ター』か各総合振興局の『道政相談室』と

　なります。苦情申立書の付いたリーフレット

　を用意しています。

○ホームページからも「申立書」をダウンロード

　できます。北海道ホームページトップページ

　右上のサイト内検索で、「苦情審査」と入力

　してから検索をクリックして下さい。

○「苦情申立書」は、窓口、郵送、ＦＡＸ、メー

　ルで提出ができます。

【問い合わせ先】

・北海道総合政策部知事室道政相談センター

　〒060－8588

　札幌市中央区北3条西6丁目

　1011－204－5523（内線21－706）

　5011－241－8181

　　kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

・渡島総合振興局地域政策部道政相談室

　10138－47－9400

苦情審査委員
制度
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